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毎
年
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け
出
が
必
要
で
す

　平成28年度の保険料率は前年度より増額となります。保険料や納付方法は、６月中旬に世帯主へ通知します。

保険料の軽減は、前年の所得に応じて自動的に行います。軽減割合は 6 月中旬に送付する通知書で確認して

ください。
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失
業
等
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を
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る
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は

　
　
　
　
　

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い

　

勤
務
先
の
保
険
へ
加
入
し
た
、
ま
た
そ

の
被
扶
養
者
に
な
っ
た
場
合
は
、
必
ず
脱

退
の
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

自
動
的
に
脱
退
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

所
得
の
申
告
を
し
て
い
な
い
場
合
、
正

確
な
国
民
健
康
保
険
料
の
計
算
や
、
所
得

が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
に
お
け
る
保
険

料
の
一
部
軽
減
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

収
入
の
な
い
人
や
、
障
害
年
金
・
遺
族

年
金
な
ど
非
課
税
年
金
収
入
の
み
の
人
お

よ
び
そ
の
家
族
に
つ
い
て
も
、
申
告
が
必

要
で
す
。

　

扶
養
義
務
者
が
岩
国
市
の
国
民
健
康
保

険
加
入
者
の
場
合
、
学
生
が
学
校
に
通
学

す
る
た
め
岩
国
市
か
ら
転
出
し
て
も
、
特

例
で
岩
国
市
の
国
民
健
康
保
険
加
入
と
な

り
ま
す
。

　

届
け
出
は
、
そ
の
人
が
学
生
で
な
く
な

る
ま
で
毎
年
必
要
で
す
。
今
年
度
の
手
続

き
を
ま
だ
し
て
い
な
い
人
は
早
急
に
お
願

い
し
ま
す
。

　

解
雇
な
ど
に
よ
り
会
社
な
ど
を
離
職

し
、
65
歳
未
満
で
雇
用
保
険
の
失
業
等
給

付
を
受
け
る
人
（
特
定
受
給
資
格
者
ま
た

は
特
定
理
由
離
職
者
）
は
、
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
を
提
示
し
申
請
す
る
と
保
険

料
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

８
月
の
更
新
を
前
に
、
新
し
い
国
民
健

康
保
険
証
を
７
月
中
旬
に
簡
易
書
留
郵
便

で
送
付
し
ま
す
。　

　

世
帯
の
加
入
者
全
員
の
保
険
証
を
世
帯

主
宛
て
に
送
付
し
ま
す
。

　

有
効
期
限
を
過
ぎ
た
古
い
保
険
証
は
、

各
自
で
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。
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す

平成28年度 国民健康保険料が決定しました

平成28年度
国民健康保険料 医療分保険料

所得割額

均等割額

平等割額 ( 世帯単位）

最高限度額

各加入者の前年所得 基礎控除
平成27年１月～ 12月までの所得 33万円

－

所得割率 9.2％

25,920円

24,480円

世帯の加入者数

54万円

×

× × ×

＋ ＋ ＋

× ×

＋ ＋ ＋

＝ ＝ ＝

  後期高齢者
支援分保険料

介護分保険料

一世帯当たりの国民健康保険料（年額）

※ 40歳～ 64歳のみ

9.0％→

5,760円→

6,120円→

52万円→

ジェネリック医薬品希

望カードがシールに変

わりました。シールを

貼るときは保険証の表

面に貼ってください。

17万円→ 19万円

2.4％

7,200円

6,000円

2.3％

7,680円

5,160円

16万円

申し込み・問い合わせ　保険年金課　☎ 29－5084、総合支所、支所

世帯の加入者数 世帯の加入者数

みほん

2.1％→


